
 

 

 

 

 

 

 

 

６月中旬から、県内各地で架空請求の封書が届

いたという相談が急増しているとのことです。 

封書の中には「民事訴訟最終通達書」という紙が

入っており、「裁判が開始される」「連絡がない場

合は強制的に財産を差し押さえる」などと書かれ

ていますが、これは架空請求詐欺の手口

ですので、絶対に連絡しないでください。 

 

また６月中に香芝市内においても保健医療還付金詐欺と思われる不

審電話があったなどの報告を受けていますので、くれぐれもご注意

ください。 

箇所の要約を入力してください。テキスト ボックスは文書のどの位置にも配置できます。

抜粋用テキスト ボックスの書式を変更するには、[描画ツール] タブを使用します。] 

 

架空請求や 

振り込め詐欺に 

令和元年７月号 

振り込め詐欺等の特殊詐欺は高齢者だけの問題ではありません。 

被害を抑えるためにも、若い世代の方も、ご両親やご近所、お友達

と声を掛け合って、注意を呼びかけてください。 

 


